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規 則

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第２号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則

北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和４４年北海道規則第９３号）の一部を次のように改

正する。

第２条第２項の表中「年０．４５パーセント」を「年０．６パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成２０年９月１９

日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子

補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第１０号

北海道青少年健全育成条例（昭和３０年北海道条例第１７号）第１６条第１項第３号の規定によ

り、次の図書類を有害図書類として指定する。

平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類
の種別

図書コード 図 書 類 の 名 称 発行所、制作所、受審会社等

雑 誌 １３９９１―１ COMICバズーカ １月号 ２００９年１月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社

同 １３７５９―０１ COMICポプリクラブ １月号 ２００９年１月１日発行 株 式 会 社 マ ッ ク ス

同 １８６１３―０１ メンズゴールド １月号 ２００９年１月１日発行 株 式 会 社 リ ン ド 社

同 １３８７７―１ COMIC快楽天 １月号 ２００９年１月１日発行 株式会社ワニマガジン社

同 １７９７３―１ COMICペンギンクラブ山賊版 １月号 ２００９年１月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社

同 １３８３５―０１ COMIC快楽天ビースト １月号 ２００９年１月１日発行 株式会社ワニマガジン社

同 ０８８９３―０１ ヤングコミック １月号 ２００９年１月１日発行 少 年 画 報 社

同 ０７８１３―１ 漫画プラザ １月号 ２００９年１月１日発行 株 式 会 社 蒼 竜 社

同 ０８９３７―０１ 漫画ユートピア １月号 ２００９年１月１０日発行 株式会社笠倉出版社

同 １７９９９―１ COMICペンギンクラブ １月号 ２００９年１月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社

同 ０８８７７―１ Yha! Hip&Lip １月号 ２００９年１月１日発行 株式会社ワニマガジン社

同 ０３８０１－０１ コミックアムール １月号 ２００９年１月１日発行 サ ン 出 版

同 １９６７３―１ レディースコミック・タブー １月号 ２００９年１月１日発行 三 和 出 版 株 式 会 社

同 ０７６６５－０１ PC Angelneo １月号 ２００９年１月１０日発行 株式会社足立東クリエイト
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雑 誌 ０１８０５―１ 月刊裏モノジャパン １月号 ２００９年１月１日発行 鉄 人 社
同 ０８５９７―１ メンズヤング １月号 ２００８年１２月３０日発行 株 式 会 社 双 葉 社
同 ０４８７７―１ 実話ナックルズ １月号 ２００９年１月１日発行 ミリオン出版株式会社
同 １８３８７―１ 漫画ローレンス 新年１月号 ２００９年１月１日発行 株 式 会 社 綜 合 図 書
同 １６６１１―１ ドキッ！スペシャル １月号 ２００９年１月４日発行 株 式 会 社 竹 書 房
同 １１４６３―１ アクションピザッツディーエックス １月号 ２００９年１月７日発行 株 式 会 社 双 葉 社
同 １８３２７―０１ 漫画ボン １月号 ２００９年１月１日発行 株 式 会 社 大 都 社
同 ０２５９１―０１ カルビ POWER １月号 ２００９年１月１日発行 若 生 出 版 株 式 会 社
同 １８１２４―０１ 俺の旅 VOL．４０ ２００９年１月２５日発行 ミリオン出版株式会社
同 １８１１８―０１ 人妻寝取られて VOL．２ ２００９年１月１０日発行 株 式 会 社 一 水 社
同 １６１５１―１ Chuッスペシャル DVD １月号 ２００９年１月１日発行 株式会社ワニマガジン社
指定の理由 著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等で

あって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第１１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
空知土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２０．１２．１９ 理 事 加 藤 孝 深川市音江町字稲田１１０３番地
同 同 同 嶋 田 省 一 滝川市江部乙町１２４９番地１
同 同 同 石 川 良 樹 滝川市江部乙町５０５番地
同 同 同 平 沢 信 二 滝川市江部乙町８８６番地２
同 同 同 小 西 � 和 滝川市滝の川町西６丁目２番１５号
同 同 同 土 田 光 義 滝川市北滝の川２１１３番地４
同 同 同 岩 谷 尚 之 滝川市南滝の川５０５番地１
同 同 監 事 澁 谷 英 夫 深川市音江町字音江３４６番地の２
同 同 同 横 山 守 滝川市江部乙町２４２７番地
同 同 同 古 賀 伯 明 滝川市二の坂町東４丁目１４０番地
退 任 同 ２０．１２．１８ 理 事 加 藤 孝 深川市音江町字稲田１１０３番地
同 同 同 嶋 田 省 一 滝川市江部乙町１２４９番地１
同 同 同 石 川 良 樹 滝川市江部乙町５０５番地
同 同 同 平 沢 信 二 滝川市江部乙町８８６番地２

同 同 同 山 本 勝 治 滝川市東滝川４６番地５
同 同 同 土 田 光 義 滝川市北滝の川２１１３番地４
同 同 同 小 西 � 和 滝川市滝の川町西６丁目２番１５号
同 同 監 事 渡 孝 壽 深川市音江町字広里３１６番地の３
同 同 同 横 山 守 滝川市江部乙町２４２７番地
同 同 同 古 賀 伯 明 滝川市二の坂町東４丁目１４０番地
栗山土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
退 任 平成２０．１１．２８ 理 事 宮 � 勝 義 夕張郡栗山町字杵臼２３５番地

北海道告示第１２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年１２月２５日、東
和土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定により、鹿追町の行う土地
改良（笹川地区基盤整備促進［基盤整備］（農業用道路））事業の工事を平成２０年１２月１０日
に完了した旨の届出があった。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 虻田郡ニセコ町字東山１（次の図に示す部分に限る。）、

４の１
２ 指 定 の 目 的 公衆の保健
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
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村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及びニセコ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 虻田郡豊浦町字大岸７３８の１・字礼文華４７６の１・４７７・５１８の１

（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、５１８の１０、５１８
の１１

２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大岸７３８の１・字礼文華４７６の１・４７７・５１８の１（以上４筆について次の図に示す
部分に限る。）
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振支庁産
業振興部林務課及び豊浦町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１６号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２１年１月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 夕張郡栗山町字桜山２７８地先・２９６地先（以上２筆地先国
有林。次の図に示す部分に限る。）、２６９の２・２６９の６・

２７１の３・２７２の５・２７６・２７８・２９６・３０１・３０２の１（以上９
筆について次の図に示す部分に限る。）、２７０の１、２７０の
２、２７１の１、２７７

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
字桜山３０１（次の図に示す部分に限る。）、２７８地先、２６９の２、２６９の６、２７０の１、

２７０の２、２７１の１、２７１の３、２７２の５、２７６から２７８まで
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び栗山町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 登別市富浦町２丁目３３の１（次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
	 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
２� 解除予定保安林の所在場所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１８８の５（次の図に示す

部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
	 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁産業振興部林務課並びに登別市役所
及び洞爺湖町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
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定を解除する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 虻田郡ニセコ町字ニセコ５１０の１（次の図に示す部分

に限る。）
２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 解 除 の 理 由 放送設備用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道後志支庁産業振興部林務課及びニセコ町役場
に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
上川郡鷹栖町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

上川郡鷹栖町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 名所又は旧跡の風致の保存
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び鷹栖町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
檜山郡上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 次の森林については、主伐は、択伐による。
上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林の所在場所
檜山郡上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡日高町・平取町（以上２町について次の図に
示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
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ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 次の森林については、主伐は、択伐による。
日高町（次の図に示す部分に限る。）、平取町

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡平取町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

増毛郡増毛町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 次の森林については、主伐は、択伐による。
増毛町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

６� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

十勝郡浦幌町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法


 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

７� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

十勝郡浦幌町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

８� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

中川郡本別町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系愛別川

北 海 道 公 報 第����号 １５平成２１年１月９日（金曜日）



２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２１年１月９日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 （左岸）上川郡愛別町字金富１６１８番地先から愛別町字金

富１６１５番１地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １３，２８０．９４�

北海道告示第２２号

昭和５６年北海道告示第６４９号（河川区域の指定）の一部を次のように改正する。その関係
図面は北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川石狩川水系愛別川の欄中「第１号図」を「第１号図の２」に改める。

北海道告示第２３号

昭和５６年北海道告示第６５０号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。その関
係図面は北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２１年１月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川石狩川水系愛別川の欄中「第１号図」を「第１号図の２」に改める。

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第１号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成２１年１月９日

北海道石狩支庁長 富 樫 秀 文
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成２１年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第２条第３号
に規定する特定役務の種類は、	に定めるものとする。
� 契 約 平成２１年１月９日に一般競争入札の公告を行う石狩湾新港地域

公共下水道石狩湾浄化センター汚泥処理業務委託
� 資 格 石狩湾新港地域公共下水道石狩湾浄化センター汚泥処理業務委

託契約に関する資格（以下「資格」という。）

	 特定役務の種類 石狩湾新港地域公共下水道石狩湾浄化センター汚泥処理業務委
託

２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、	、�及び�によるほか、次による。

� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第４項第１号に
規定する汚泥の処理に係る同法第１４条第１項及び第６項の規定に基づく北海道知事及び
処理に必要な政令市長の許可を受けている者であること。

� 年間２，１９２トン以上の処理能力を有する設備を有すること。
３ 資 格 要 件 の 特 例
平成１６年北海道告示第４４７号の２による。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２１年１月９日から同年１月２０日まで

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時
までの間にしなければならない。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出
先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ
ればならない。

ア 提出先の名称 北海道札幌土木現業所管理部管理課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区南１１条西１６丁目２番１号

５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで及び�、４の�及び	並びに５の

�による。

北海道石狩支庁告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１月９日

北海道石狩支庁長 富 樫 秀 文
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
ア 調達をする特定役務の名称 石狩湾新港地域公共下水道石狩湾浄化センター汚泥

処理業務（汚泥処理 １トン当たりの単価）
イ 数 量 予定数量 ２，１９２トン
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� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
	 契 約 期 間 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで
� 履 行 場 所 石狩湾浄化センター
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２１年北海道石狩支庁告示第１号に規定する石狩湾新港地域公共下水道石狩湾浄化セ
ンター汚泥処理業務の委託契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道札幌土木現業所管理部管理課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区南１１条西１６丁目２番１号 北海道札幌土木現業所

第１会議室（送付による場合は、郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中
央区南１１条西１６丁目２番１号 北海道札幌土木現業所管理部管理
課）

� 入 札 日 時 平成２１年３月４日 午後１時３０分（送付による場合は、必着）
	 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返
信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約
に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１トン当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１トン当たりの単価）をもっ
て入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
８ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道札幌土木現業所管理部管理課

� 所 在 地 郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目２番１号

電話番号０１１－５６１－０４１６（直通）

９ Summary

Ａ．Nature and quantity of the services to be procured :

ａ．Gulf of Ishikari new port local public sewer Ishikari gulf purification center grime

processing duties Grime processing 1 ton unit price : yen

ｂ．quantity

Plan amount 2,192 ton

Ｂ．Bit tendering date and time : 1 : 30 P. M., March 4, 2009

Ｃ．Contact point of notice : General Affairs Division, Planning and General Affairs Department,

Sapporo District Public Works Management Office, Minami 11-jo, Nisi 16-chome, Chuo-ku,

Sapporo, Hokkaido, 064－0811 Japan

Phone : 011-561-0416

北海道胆振支庁告示第１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２１年１月９日

北海道胆振支庁長 大 杉 定 通

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

ロータリ除雪車（１．３�／７００ｔ級）１台（ロータリ除雪車（８０ＰＳ級）１台と交換）
２ 落札を決定した日

平成２０年１２月１８日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 奈良商事株式会社

� 住 所 岩見沢市幌向南１条５丁目３９７番地３

４ 落札金額

１０，１３２，５００円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２０年１１月７日付け北海道胆振支庁告示第９７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道室蘭土木現業所企画総務部総務課

� 所在地 室蘭市幸町９番１１号
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道 監 査 委 員 公 表

監査公表第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定により実施した平成１８年度に係
る行政監査の結果に基づき講じた措置について、同条第１２項の規定により、知事等から通知
があったので、次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２１年１月９日

北海道監査委員 段 坂 繁 美
北海道監査委員 工 藤 敏 郎
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

監査公表第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第１項の規定により包括外部監査人が
行った平成１５年度の包括外部監査の結果に基づき、同法第２５２条の３８第６項の規定により平
成２０年１２月４日付けで知事から措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２１年１月９日

北海道監査委員 段 坂 繁 美
北海道監査委員 工 藤 敏 郎
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士
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